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  １．開  会 

○事務局（高橋環境政策課長） 定刻となりましたので、ただいまから令和７年度（２０

２５年度）第３回北海道環境審議会を開会いたします。 

 本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日の司会を務めます環境生活部環境政策課の高橋でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 本日の出席状況でございますが、委員総数１６名のうち、オンラインでこの後ご出席を

予定している２名を合わせまして過半数の１３名のご出席となってございます。北海道環

境審議会条例第５条第２項の規定により、本審議会は成立しておりますことをご報告させ

ていただきます。 

 次に、お手元にお配りしている資料の確認をさせていただきます。 

 資料は、次第、委員の皆様の出欠表、配席図に加えまして、ご審議いただく資料として、

資料１－１から資料１－３－２、資料２－１から資料２－３、資料２－２は参考資料とし

てつけ加えておりまして、点検・評価結果中間報告でご審議いただく資料となっておりま

す。資料３－１から資料３－３のほか、資料番号が入っていない地域脱炭素促進区域の設

定状況、これは議事（３）ゼロカーボン北海道推進計画の見直しについてご審議いただく

資料となってございます。 

 加えまして、環境基本計画の冊子版を参考までに置かせていただいております。毎度の

ことで恐縮でございますが、所有している部数に限りがございますので、お帰りの際は机

の上にそのまま置いていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 資料の配付漏れ等がございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。 

 また、オンラインでご出席の委員の皆様にお願いがございます。 

 ご発言の際は、手を挙げるボタンを押していただきますか、発言の申出をしていただき、

会長の許可を得た後にご発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。その際、マ

イクとビデオをそれぞれオンにしていただきますよう、併せてお願いいたします。 

 それでは、これ以降の進行を𠮷中会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

  ２．議  事 

○𠮷中会長 皆さん、おはようございます。 

 本日の議事は三つございます。順次進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 一つ目は、温泉法の規定に基づく許可申請についてです。 

 これは、温泉部会の指定事項となっておりますので、ご報告をいただきたいと思います。 

 高橋部会長にお願いします。 

○高橋委員 温泉部会の高橋でございます。 
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 それでは、温泉部会における温泉法の規定に基づく許可申請の審議結果についてご報告

させていただきます。 

 温泉部会では、環境審議会運営要綱に基づく指定事項として、温泉の掘削、増掘、動力

装置の許可に係る処分について審議を行っており、その結果を北海道へ答申させていただ

いております。 

 お手元の資料の１－１、令和７年度北海道環境審議会温泉部会開催状況のとおり、令和

７年９月１日に第２回温泉部会を開催いたしました。その議案一覧を資料１－２、参考資

料として資料１－３－１と１－３－２をつけております。 

 第２回部会では、知事から諮問のあった温泉掘削等の許可申請に対して審議し、全ての

議案について許可相当と答申いたしました。 

 温泉部会における審議結果の報告は以上です。 

○𠮷中会長 高橋部会長、どうもありがとうございました。 

 今、ご説明のありましたことにつきまして、何かご質問、ご意見がありましたらお願い

いたします。 

 いかがでしょうか。 

（委員からの質問・意見なし） 

○𠮷中会長 それでは、高橋部会長、どうもありがとうございました。 

 もし何かありましたら、最後のところでお申し出ください。 

 続いて、議事の二つ目に移りたいと思います。 

 令和７年度（２０２５年度）北海道環境基本計画［第３次計画］に基づく施策の進捗状

況の点検・評価結果中間報告（案）について審議をしていきたいと思います。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（高橋環境政策課長） 私からご説明させていただきます。 

 本日は、令和７年度環境基本計画点検・評価結果の中間報告（案）について、資料をご

覧いただき、ご審議をいただきたく存じます。 

 資料について、改めてのご説明でございますが、資料２のシリーズとして、資料２－１、

冊子の資料２－２、資料２－３に加えまして、資料２－２の参考という四つの資料を準備

させていただいております。 

 資料２－１につきましては、前回審議会の審議内容、意見の概要と、そのときの事務局

の回答、加えまして、令和７年報告への反映方針を概要としてまとめてございます。 

 資料２－２につきましては、中間報告（案）ということで、前回も同じスタイルでご審

議いただいておりますが、数字が固まってきているものもございますので、それを加えた

形で仕立てております。 

 資料２－３につきましては、計画に基づく関係指標を整理したものでございます。 

 まず、資料２－１をご覧ください。 

 前回、８月に開催した審議会で委員の皆様方からいただきましたご意見と審議会時の事
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務局の回答を踏まえて改めて整理して、令和７年度報告への対応方針を整理してございま

す。 

 主な意見としましては、ナンバー１として、目標値の扱いについて、東條委員から、こ

れまで見直された目標値の指標が反映されていないものもある、具体的には、目標値につ

いて令和７年度までに見直されたものもある、例えば、廃棄物関係で言えば、昨年度、数

値を見直したけれども、今回の報告では反映されていないのはなぜか、そして、𠮷中会長

からも、その理由について報告書の中で注意書きを記載してはどうかとのご意見があった

ところでございます。 

 事務局としましては、資料の回答欄に記載しておりますが、環境基本計画における廃棄

物関連の指標群につきましては、北海道循環型社会形成推進基本計画に紐付いたものでご

ざいますので、この計画が改定されるタイミングまでは、従前の目標値に対して点検評価

を行っていきたいと考えております。その旨を資料２－２で後ほどご説明させていただき

ますが、１６ページの中段の網掛けのように、本指標は、北海道循環型社会形成推進基本

計画の目標値から引用しており、循環計画が決定されるまでは本計画の目標値を使用とい

うように、脚注に注意書きとして記載したいと考えております。 

 続けて、資料２－１のナンバー２ですが、生物多様性保全計画との関係についてです。 

 𠮷中会長から、令和６年度に改定された第２次計画を踏まえ、環境基本計画の進捗にど

のような形で反映するのかという趣旨の意見がございました。 

 この点については、現在、担当課のほうで検討中でございますが、第２次生物多様性保

全計画の改定が令和６年１１月にございまして、新計画における指標等の実績値が令和７

年度分から集計されることを考慮しまして、令和８年度以降の環境基本計画の点検評価に

おいて反映させる方向で現在検討を進めているところでございます。 

 最後に、ナンバー３の各指標の評価についてでございます。 

 大橋委員から、地域別集計の部分が現状の記載にとどまっているため、分析評価の結果

を文章に落とし込むべきという意見がございました。 

 この点につきましては、現在のところ、データを集計中でございますので、担当課にお

いてどういった記載ができるのかを含めて整理を進めているところでございます。現在集

計しているデータでは十分な分析が難しい箇所も多々ございます。可能な範囲で文章に落

とし込みをしたいと考えてございまして、引き続き整理を進め、次回のこの場で改めて報

告をさせていただきたいと考えております。 

 前回の８月の審議会でいただいたご意見はこの３点と認識してございます。後ほど、改

めてご意見、ご指摘等をいただければと思ってございます。 

 次に、資料２－２をご覧ください。 

 これは、先ほどもお話しさせていただきましたが、中間報告案ということで、現在のと

ころまでデータの集計が終わっているものを含め、整理をさせていただいたものでござい

ます。 
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 基本的な構成は前回ご説明させていただいた資料から変わってございませんが、前回の

報告から追記、修正を行った部分については、下線を引いて、併せて網かけをさせていた

だいてございます。 

 次に、８ページでございます。 

 新エネルギー導入量発電分野についてでございますけれども、今回、令和５年度のデー

タが追加となったことで、発電電力量の増加要因について、網かけのとおり修文し、加え

て、集計完了ということもございますので、グラフもその部分の変更、追加をしてござい

ます。 

 こういった形で、網かけと下線を引いて、前回からの変更点が分かる形にしております。 

 また、このページの上にも記載がございますけれども、前回は黒丸で示していた箇所に

つきましても、集計データがそろったものについては数値の記載をさせていただいている

ところでございます。 

 同様に、９ページの新エネルギー導入量熱利用分野についても、令和５年度のデータの

追加によって利用量増加の要因について文章を修正させていただき、グラフも更新してご

ざいます。このページで言うと２行目の部分を最新のデータに合わせて修文させていただ

いているところでございます。 

 少し進みまして、１６ページをご覧いただきたいと思います。 

 先ほど、前回のご意見の反映状況等のところでお話をさせていただきましたが、１６ペ

ージから２０ページにかけて、３Ｒの推進ということで、様々な指標に対する点検評価を

行ってございます。 

 ３Ｒの推進に係る廃棄物関連指標、１６ページの循環利用率、下半分の最終処分量、１

７ページの１人１日当たりの一般廃棄物の排出量、１８ページの産業廃棄物の排出量、１

９ページの一般廃棄物のリサイクル率、さらに、２０ページの産業廃棄物の再生利用率に

ついては、前回この場でのご意見を踏まえまして、目標値を従前の令和６年度として整理

している旨、グラフの下に追記をさせていただいております。 

 加えまして、１７ページの１人１日当たりの一般廃棄物の排出量、１９ページの一般廃

棄物のリサイクル率の地域別のデータにつきましては、今回、修正しておりまして、これ

を踏まえた形でコメントについても修文させていただいております。 

 具体的には、１７ページにございますとおり、全ての圏域で排出量は減少しており、十

勝圏域においては目標を達成している、１９ページですと、オホーツク圏域及び釧路・根

室圏域以外の地域で減少した、道南圏域においては、他圏域に比べ低い水準となっている

というように、現状のデータに合わせて修文してございます。 

 ３０ページをご覧ください。 

 野生鳥獣の適正な保護管理ということでまとめてございます。 

 ヒグマに関する注意喚起の取組として、二つ目の丸、ヒグマに関する注意喚起のポツの

下から三つ目、今回新たに道内発着便や空港での啓発アナウンス、あとは、一番下のポツ
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のところ、普及啓発資材としてトランクキットの製作を追加してございます。 

 また少しページが飛びまして、４０ページをおめくりください。 

 自然環境等の保全及び快適な環境の創造について、今後の取組として記載をしてござい

ます。 

 次の４１ページのヒグマに関する今後の取組でございますが、ヒグマ検定やトランクキ

ットを活用したパネル展の開催を追加したほか、下から二つ目のポツで、ゾーニング管理

の普及を促進するということを追記してございます。 

 また少しページが飛びまして、５４ページをおめくりください。 

 上から四つ目の丸、道が行う事務・事業等における環境配慮の推進ということでまとめ

てございますが、取組の内容の更新がありましたので、網かけ、下線をしている部分につ

いて修文してございます。太陽光発電設備や電気自動車充電設備の導入を実施ということ

を今回新たに修正、追記をしているところでございます。 

 ５９ページまで進んでください。 

 道の事務・事業における温室効果ガスの排出量が指標になってございますが、減少要因

として、二つ目の丸に庁舎等の照明のＬＥＤ化による電気使用料の減や、比較的暖冬だっ

たということから燃料使用量が減った、加えて、次世代自動車導入によるガソリン、軽油

の使用量の減少が要因として考えられる旨を記載、修文させていただいております。 

 最後の６２ページをご覧ください。 

 先ほどと重複する部分もございますが、イ、環境と経済の好循環の創出ということで、

取組の内容の更新等に伴って、二つ目のポツのハッチングしている太陽光発電設備と充電

設備の導入実施というところを今回修文させていただいています。 

 その他、最新のデータの更新とそれに伴うグラフの修正、更新、それに加えまして、文

章表現の適正化等、変更になった部分が多々ございますので、これにつきましては、お手

元にございます横組の資料２―２（参考）で整理してございますので、後ほどご覧いただ

ければと思います。 

 説明につきましては、中間報告でございますので、修正等があったところをメインとさ

せていただきました。 

 最後になりますけれども、環境基本計画に関連する指標群について、施策分野ごとに資

料２－３に整理してございます。資料２－２の中間報告の本文と重複する部分もございま

すけれども、施策の推進により具体的に係る数値と個別の指標群や補足データなどについ

て整理をさせていただいております。まだ集計中のものもございますが、こちらについて

も後ほどご覧いただければと思ってございます。 

 繰り返しになりますけれども、１１月になりまして、まだ未集計の部分がございます。

そうした部分を含めて、本日ご審議いただき、ご意見をいただいたことを含めて、最終の

報告案にまとめたいと思ってございます。 

 資料の説明は以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 
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○𠮷中会長 詳細にご説明いただき、ありがとうございます。 

 それでは、どこからでも結構ですので、ご質問、ご意見等をお願いいたします。 

 私から、１点教えてください。 

 最後に課長からご説明がありましたけれども、今日の審議の後、いつ頃公表するご予定

なのか、どういう進め方になるのか、ご説明いただければありがたいです。 

○事務局（高橋環境政策課長） 本日はまだ中間報告でございます。残りの１回、年明け

に改めて最終案についてご説明させていただいて、その際の意見を含めて、また少しリバ

イスがあるのであればそれを反映させた形で年度内に固めまして、その後、公表という予

定としてございます。 

○𠮷中会長 もう一回ご覧いただく機会があるというご説明でした。まだ集計中のところ

もあるということですので、今の方向で進めていただくことになろうかと思いますが、大

部な内容ですので、この後、何かお気づきの点が出てきましたら事務局にお伝えいただけ

ればありがたいです。 

 いかがでしょうか。 

（委員からの質問・意見なし） 

○𠮷中会長 それでは、議事の三つ目に移りたいと思います。 

 ゼロカーボン北海道推進計画の見直しについて、部会長の上園委員からご説明いただき

たいと思います。お願いします。 

○上園委員 地球温暖化対策部会部会長の上園です。 

 本年５月に当部会に付託されましたゼロカーボン北海道推進計画の見直しについて、部

会審議を踏まえ、部会の素案を取りまとめましたので、ご報告いたします。 

 最初に、資料３－１をご覧ください。 

 これまでの検討結果として、８月２９日の本審議会において、当部会から報告して以降、

９月９日、１０月２０日と部会を２回開催しました。事務局から示されました論点や案を

基にそれぞれ審議を重ねました。さらに、２回の部会以外にも事務局とのメールや対面で

の説明、質疑応答など、各委員による個別の審議が深められたということも申し添えます。 

 今後の検討内容と審議予定ですが、本日、本審議会への素案（案）の報告を経て、道が

この案を尊重して成案し、今月の下旬に開会される道議会への報告及びパブリックコメン

トを実施した後、当部会を来年１月に開催し、改定計画の案について審議する予定となっ

ています。 

 それでは、資料３－２をご覧ください。 

 素案（案）についてご報告いたします。 

 全体的に朱書きがかなり目立つと思うのですけれども、これは現行の計画から変更した

箇所になります。 

 １ページは目次ですけれども、部会での議論として、この計画は、道の中長期的な方向

性を示すとともに、道民や事業者に道内の脱炭素の動きや将来の予測イメージを伝え、理
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解し、参加協力してもらうためのガイドブックとしていくことが適当であるという方向性

を持って議論が進められました。そうした議論を踏まえ、計画の構成の主な変更点として、

５の北海道の削減目標の（２）めざす姿を追加するとともに、新たな道内の動きを説明す

るものとして、７のＧＸ等による全国への貢献及び道内への経済効果を加えています。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 １の「はじめに」については、中段部分に策定計画を追記し、最下段に本道の優位性や

脱炭素を進める上での配慮、持続的な発展、ＧＸの推進のほか、条例の考えである我が国

のみならず世界の地球温暖化防止対策への貢献を目指す旨を追記しています。 

 また、その下段の「改定にあたって」では、今回の改定の背景となった国の動向や道内

一体となって取り組んでいくためのガイドブックとする旨を記載しております。 

 ３ページには、更新した２０５０年のゼロカーボン北海道のイメージを掲載することと

しました。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 ２の本計画の位置づけと期間について、計画の体系図をより詳しく示すとともに、計画

期間を国と同様に２０４０年度までと変更しています。 

 次に、５ページから６ページをご覧ください。 

 ３の気候変動の影響について、道内の気候データや予測などを更新しています。 

 次に、７ページをご覧ください。 

 ４の世界と日本の状況については、ＩＰＣＣなどの動きを更新しているほか、（２）国

内の動向では、国の温対計画の改定の趣旨や連動して策定されたＧＸ２０４０ビジョンを

踏まえ、排出削減と経済成長の同時実現に資する温暖化対策を推進すること、加えて、サ

ーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブへの移行という国の動向を追記しています。 

 また、８ページでは、脱炭素とサーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブとの総

合的な取組の必要性に関するコラムを設け、解説をしています。 

 ９ページから１０ページには、（３）北海道の現状を追記し、道内の温室効果ガス排出

量のデータや道内の地域特性を新たに掲載しています。 

 次に、１１ページをご覧ください。 

 ５の北海道の削減目標については、①長期目標について部会での議論として、北海道の

再エネポテンシャルや豊富な吸収源、さらに、ＧＸの展開を考慮すれば、北海道だからこ

そカーボンネガティブへの挑戦といった全国よりも高い目標を設定できるのではないかと

いう議論がある中で、排出削減は負担を伴うものであり、将来の技術革新も不確実な中、

道民、事業者の理解と協力が進むような示し方をしてはどうかという検討方向で取りまと

めが進みました。 

 部会案としては、現行の計画どおり、長期目標として２０５０年までのゼロカーボン北

海道の実現を掲げた上で、その下に補足説明として、環境の保全、経済の発展及び道民生

活の向上を総合的に推進する必要性、道民、道、事業者など、全ての関係者の自主的かつ
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積極的な参加、密接な連携を得ながら、たゆまず、着実に取組を進めていくことと、豊か

で美しい自然環境を有する大地を将来に引き継ぎ、我が国のみならず、世界の地球温暖化

対策に貢献する想いを持って、北海道ならではのカーボンネガティブへの実現を見据え、

取組を進めていくことを記載しています。 

 こうした記載によって、経済合理性や生活の向上といった観点も考慮しながら取組を進

めていくということ、また、カーボンネガティブという恐らく全国の自治体で初めての表

現を盛り込むことで、北海道の可能性や全国からの北海道への期待といったものへの気づ

きや、道内の脱炭素の取組への誇りと希望、参加を生むということを狙っております。 

 また、②中期目標については、国の削減目標や対策、施策を踏まえるとともに、道独自

の取組などを勘案し、２０５０年までのゼロカーボン実現に向けて、たゆまず着実に取り

組んでいくための中期目標を示しており、２０３５年度は６２％、２０４０年度は７６％

と設定しています。中期目標の算定方法として、森林等の吸収量については、国の算定方

法を用いて新たに算定しました。道の北海道森林吸収源対策推進計画などの目標値を適用

しており、排出量について、ＣＯ２以外のメタンやフロンなどは、現計画と同様に国の目標

値を基に関連する統計値の道内分を用いて案分し、算出をしております。 

 また、電気や燃料の使用に伴い発生するエネルギー起源のＣＯ２排出については、国が改

定計画で示した部門ごとの削減率に沿いながら、道の省エネ・新エネ計画の目標設定を基

に、本道の地域特性を踏まえた算出方法により算定しております。こうした算出方法につ

いては、資料編のほうに一覧で掲載しております。 

 算定の結果、２０３５年度と２０４０年度の中期目標は、２０３０年度目標と同様に、

国の削減目標の２から３ポイント上回った値となっております。 

 下段にグラフがありますが、青字の矢印の中に目標達成に向けた対策、施策の考え方や

全国の脱炭素化に貢献していく旨を記載しております。 

 また、グラフの下側に薄い緑色の棒グラフがあるのですけれども、そちらは、今回、新

たに追記しています。これらは、洋上風力の送電などによる全国の脱炭素化への貢献のイ

メージであり、このように可視化することで、北海道の貢献や道外からの期待について理

解を広げ、脱炭素の取組への参加と協力を促進するということを記するものになっており

ます。 

 次に、１２ページですけれども、（２）めざす姿を新たに追加しております。 

 現行計画では長期目標の簡単な説明でしたけれども、今回の改定では、脱炭素とＧＸの

協調という新たな方向性を丁寧に記載することとしました。 

 ここでは、道の総合計画における政策展開の方向を基に、地域の脱炭素化とＧＸ政策の

推進を示し、地域の力を高め、地域の外からの力を生かす、この二つの相乗効果により進

めることを示しております。 

 次に、１３ページですけれども、２０５０年までのゼロカーボン北海道の実現へのイメ

ージを新たに取組の方向に沿って更新して掲載しております。 
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 次に、１４ページをご覧ください。 

 ６の温室効果ガス排出抑制等の対策・施策については、（１）取組の基本的な考え方と

方向性の丁寧な説明について議論を重ねました。具体的には、１５ページから１９ページ

にかけて六つの取組に分けて整理をしております。それぞれ新たに丁寧に説明し、イメー

ジ図を入れた分かりやすい構成としております。 

 戻っていただいて、１４ページの中段に記載しておりますが、現在、メガソーラーによ

る環境影響などが社会問題となっていることを受けて、今後、再エネと地域との共生に関

する道の考え方を策定することを表明しているため、この新たな考えを今回の計画にも掲

載すべく、策定後には、ここの表現を修正するとともに、１７ページの④再生可能エネル

ギーと地域共生の項目においてその内容を明示していくということを部会審議として整理

しております。 

 次に、２０ページから３０ページにかけてですが、（２）重点的に進める取組をめざす

姿や基本的な考え方との整合を図りつつ、庁内関係の計画との整合も確認しながら整理す

るとともに、３２ページから３３ページの（３）分野ごとの対策・施策及び削減目標につ

いては、これらと整合を図る形で内容を更新しております。 

 次に、３４ページをご覧ください。 

 今回、新たに７のＧＸ等による全国への貢献及び道内への経済効果を項目立てておりま

す。 

 国がＧＸ２０４０ビジョンにおいて、北海道をはじめとするクリーンエネルギーが豊富

な地域に新たな産業集積の構築を目指し、今後の地方創生と経済成長につなげていくこと

を目指していることを記載しております。この項目では、北海道における再エネや吸収源

のポテンシャルの高さを明示するとともに、今後、道内において洋上風力などのＧＸ関連

のプロジェクトやカーボンクレジットが進むことにより想定される全国への貢献や道内へ

の経済効果を下の表に分かりやすくまとめております。こうした効果を道が全道に波及さ

せていく考えを示して、ＧＸへの理解と協力を促進しようとするものになっております。 

 具体的な内容については、（１）再生可能エネルギー、（２）水素など、６項目に分け

て、３５ページから４２ページにかけて記載をしております。 

 次に、４３ページをご覧ください。 

 ８の２０５０年のゼロカーボン北海道のイメージについては、新たな要素としてイメー

ジ図に海底の直流送電、ブルーカーボン、ＣＣＵＳなどを追加するとともに、下段の説明

文であるゼロカーボンな暮らし、こちらを更新しています。 

 また、４４ページから４５ページに掲載している各部門のイメージについては、今回の

対策や施策の見直しに併せて、国の改定計画などを踏まえて内容を更新しております。 

 次に、４６ページから４９ページ、９の省エネ行動の実践をご覧ください。 

 部会の議論では、ＧＸなど、大きなプロジェクトの説明だけではなく、道民や事業者に

取り組んでほしい行動変容を具体的に示していくことも重要ではないかとの方向性が出た
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ことを踏まえ、この項目を立てております。 

 内容としては、道民や事業者の皆様に無理なく着手できる省エネ行動の実践例を削減量

や費用も示しながらメッセージ形式で掲載しているほか、４８ページと４９ページには道

及び国の市民参加型の取組を紹介しています。 

 次に、５０ページから５１ページ、１０の計画の推進体制等をご覧ください。 

 幅広い関係者との連携・協働による推進の項目について、道総研をはじめとした研究機

関などとの連携を追記しています。 

 また、５１ページの地球温暖化防止活動推進センターについては、地域におけるパート

ナーシップの発展に向けた活動を紹介しております。 

 最下段の計画の見直しについては、国の改定計画を踏まえ、将来の電力需要量や脱炭素

技術の開発、実装の不確実性が多い中、柔軟に見直しをしていく旨を追記しています。 

 最後に、５２ページ、１１の用語集と、本編以外の対策・施策編、資料編については最

新の内容にそれぞれ更新しています。 

 また、資料３－３には、第２回と第３回の部会で審議した資料の組み直しと参考添付と

しております。 

 以上で素案の審議についての報告は終わりますが、今後のスケジュールとして、冒頭に

ご説明したとおり、部会としては、今後、道が１１月下旬に実施予定のパブリックコメン

トの結果を踏まえ、１月に第４回部会を開催して、改定案の取りまとめに向けて審議をす

る予定としております。その内容については、再度、当審議会にご報告したいと考えてお

ります。 

 非常に長くなりましたけれども、私からの説明は以上です。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○𠮷中会長 大変丁寧にご説明いただきまして、ありがとうございました。 

 こちらも大部ではございますけれども、どこからでも結構ですので、お気づきの点、ご

質問等がありましたらお願いいたします。 

○白木委員 資料のダウンロードの期日が過ぎて資料が入手できていなかったので、お話

だけ伺いながらですが、現行の太陽光パネル問題を受けて、北海道としての再エネの考え

方を示すということをおっしゃっていたと思います。資料がどこか分からないのですが、

それに関して、脱炭素化促進区域の制定のときに、北海道環境配慮基準という基準を策定

しております。これは、まさに北海道として望ましい再エネの在り方を取りまとめたもの

だと理解していますので、これと整合性を取るような形であったほうがいいと考えました

が、それについてどのようにお考えか、お伺いします。 

○上園委員 今ご指摘の点は、資料にまだ出てきていません。部会でも、道のほうで新た

に何らかのものを出すと事務局から説明を受けておりますが、そのものがまだできていな

いので、現状としてはまだ提示していないというのが一つ目への回答になるかと思います。 

 このあたりは私も分かっていないので、事務局から説明をお願いできますか。 
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○事務局（本田ゼロカーボン推進局長） ゼロカーボン推進局長の本田です。 

 環境配慮基準との整合を取るようにとのご意見をいただきました。 

 今、新エネルギー部門で、新たに再生可能エネルギーの導入の考え方を取りまとめて、

道内、道外、国外に発信していくという作業をやっておりますので、環境配慮基準との整

合というところにつきましては、その部門に伝えまして整合を図っていく方向で検討を申

し込んでいく形にさせていただきたいと思います。 

 部会長、よろしいでしょうか。 

○上園委員 二つ目に指摘された環境配慮基準との整合性は、当然、踏まえられると認識

しておりますけれども、それで間違いないでしょうか。 

○事務局（本田ゼロカーボン推進局長） 環境配慮基準との整合を図っていくというご意

見があったことを担当部署にきちんと伝えてまいります。 

○𠮷中会長 白木委員のお話は素案の１４ページになります。後ほど、事務局から資料を

お送りする手はずを整えていただいて、後ほどご確認いただければと思います。 

○白木委員 申し訳ないのですが、資料のダウンロード可能な日が会議の数日前に終わっ

てしまっていることが多いので、できれば、当日まではダウンロードできるようにしてい

ただけるとありがたいです。よろしければご検討ください。 

○事務局（剣持主事） 承知しました。そのようにいたします。 

○𠮷中会長 続いて、吉田委員、お願いいたします。 

○吉田委員 室蘭工業大学の吉田です。 

 大変な取りまとめを本当にありがとうございます。大変参考になりました。 

 室蘭市でもネイチャーポジティブという形でいろいろと検討を始めているのですけれど

も、多分、この報告書が出た後、道の計画にのっとって各自治体が行動計画をつくられる

と思うのです。私どもも室蘭市と話していますが、実際にどこまでの範囲で、どういうこ

とをやればネイチャーポジティブなのかということが一番分かりにくいのです。 

 今回、索引のところにサーキュラーエコノミーなど幾つかの言葉が出てきて、ネイチャ

ーポジティブの説明もあるのですけれども、各自治体にとっても、私にとっても、ネイチ

ャーポジティブが一番分かりにくいと思います。生物多様性を保全するためにＧＸ技術を

使うということだと思うのですけれども、最初のページにあったポンチ絵の説明を見ても、

どういうことをやればネイチャーポジティブに当たるのか、私自身も分かっていないとこ

ろがあります。 

 索引のところに概略が書いてありますが、今後、何らかの形で各自治体が行動計画を立

てるときには、例えば、ネイチャーポジティブとしての取組はこういうもので、今、企業

でもいろいろな技術が紹介されているサイトもあるので、各自治体の行動パターンといい

ますか、なかなか手をつけていないところがネイチャーポジティブだとすると、その辺を

少し詳しく資料編に加えていただきたいのです。 

 この報告書を変えていただきたいということではないですが、自治体の立場や第三者で
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は分かりにくいと思いましたので、意見しました。 

 もう一点は、お願いです。 

 今回、索引に、ネイチャーポジティブやサーキュラーエコノミーなど、新しくたくさん

入れていただきました。これは一般市民も読まれると思うのですけれども、そのときに、

ＧＸとは何か、ネイチャーポジティブとは何かと考える方が結構多いのではないかと思い

ます。私は索引があることを知っていますので、ＧＸとは何かということを調べるときに、

一番後ろに行けばいいと分かるのですけれども、できれば、２ページ目の「はじめに」の

あたりに、用語集は最終ページにありますというように、索引のところに分かりやすく誘

導するような記述をしていただければと思います。 

 それから、これは全般的な話ですが、道庁で資料作成をされるときのお願いです。 

 恐らくＰＤＦで配付されるケースが多いと思うのですけれども、過去の資料も、しおり

がついていないのです。ＰＤＦの場合は、目次のところでクリックすると該当のページに

行くので、今の話で言うと、索引のところに飛びたければ、そこをクリックしたらすぐに

行けます。９９ページまであるので、それがないと大変になりますから、その辺のハンド

リングも含めて、できれば最終版の段階ではしおりをつけていただければと思います。 

 私も勉強中なので、お願いです。 

○𠮷中会長 吉田委員、大変貴重なご意見をありがとうございます。 

 何点かございましたが、ネイチャーポジティブをゼロカーボンの推進にどう活用してい

くのか、基礎自治体レベルでどのように使っていくのか、それから、これが成案になった

後、一般の方に使っていただく上で、どのように使い勝手をよくしていけばいいのかとい

うことだと思います。 

 まず、ネイチャーポジティブについて、今日ご説明いただけることはありますか。 

○上園委員 ネイチャーポジティブをはじめ、専門用語なので、具体的なイメージがつか

みにくいということはほかにもあると思うのですけれども、資料３－２の８ページに、今

ご指摘のネイチャーポジティブに関してもイラストが掲載されています。ただ、これだと、

イメージはつかめるかもしれないけれども、具体的に何をどうしたらいいかということが

少し分かりにくいというお話だと思います。 

 これはこれでいいと思うのですけれども、何をどうしたらこのようなネイチャーポジテ

ィブの効果が出るかなど、具体的なイメージをもう少しつけてほしいというご意見だった

と思います。 

○吉田委員 例えば、トヨタ自動車は、自分たちが自動車技術で培ったいろいろな調査方

法を使って森林を調査する、それをネイチャーポジティブと呼んでいたのです。生物多様

性を保持するための調査などに使う技術を適用するのもネイチャーポジティブですし、結

構幅が広いのです。 

 逆に言うと、それぞれの自治体で既にやっておられることがあるのだけれども、それが

ネイチャーポジティブなのかどうかという判断がつかないのです。ですから、今、各自治
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体ではネイチャーポジティブは何もやっていませんというのではなくて、こういうものも

ネイチャーポジティブに入りますというように、うまく説明できたらなというのが私の希

望です。 

○上園委員 このあたりは書き加えるかどうかも含めて事務局とまた相談させていただき

たいと思うのですが、事務局から何かご意見はありますか。 

○事務局（本田ゼロカーボン推進局長） 今回の部会の議論を踏まえまして、８ページに

道の生物多様性保全計画と整合を図る形で入れさせていただいております。今回の計画は

分かりやすいガイドブックとしていくということをご議論いただいておりますので、自然

環境部門とも相談しながら、分かりやすい形で事例等を入れさせていただくことを、部会

でご相談しながら進めていきたいと考えております。 

○𠮷中会長 ＰＤＦの件についてはいかがでしょうか。 

○事務局（本田ゼロカーボン推進局長） まず、用語の索引の部分につきましては、分か

りづらいのですけれども、１ページ目の下段、本計画の構成等についての二つ目の丸に、

米印がついている単語については用語集に説明を記載しております。用語集ではより多く

の単語について説明を記載していますと掲載していますが、分かりづらいと思いますので、

工夫させていただきたいと思っております。 

 また、しおりにつきましては、最近の計画については、例えば、右の余白の部分に、今、

自分がどこにいるかというか、どの項目を見ているかということが分かりやすいように記

しております。多分、そういう形のものかと思うのですけれども、しおりをつけていくよ

うに検討させていただきたいと考えております。 

○𠮷中会長 ネイチャーポジティブに関しまして、私から少し補足です。 

 生物多様性の道の計画をつくるときにも一番の大きなテーマで議論をしておりました。 

 それから、先月、ＩＵＣＮ、国際自然保護連合の総会と世界自然保護フォーラムという

ものがあったのですけれども、そこでもネイチャーポジティブが一番大きなテーマで、実

際にどうやってそれを進めていくのかということをまだ議論しているところもあります。 

 一方で、先ほどトヨタ自動車さんのお話がありましたけれども、世界中の企業がそれに

取り組み始めているということを私も肌身で感じてきました。 

 例えば、投資をどうやって呼び込むかという中で、ＴＮＦＤという新たな仕組みがあっ

て、それに日本からもたくさんの企業が加盟されています。いかに自分の会社の環境配慮

をアピールして、それをどう計算して、どう客観的な数字で出していくのかということが、

大きな企業でも大きな関心事項になっていると思います。 

 一方で、吉田委員がおっしゃっていたように、室蘭市など、基礎自治体レベルでどうす

るのかということなのですけれども、北海道版の生物多様性の地域戦略のさらに基礎自治

体版というものをつくろうということで、いろいろなところで動きが始まっています。北

海道内はまだまだ少ないのですが、具体的に自分たちがどういう自然、生物多様性を目指

しているのかということは、地元、現場でしっかりと議論していただく必要があるのだろ
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うと思っています。 

 そういう中で、その特性、自然環境に応じたネイチャーポジティブがあっていいのだろ

うと思います。北海道としては、多分、それを支援する形で、データを提供する、技術的

な支援をするなど、いろいろな支援が期待されているのだろうと思います。 

 生物多様性保全と気候変動対策のシナジーをどう高めていくかということがずっと言わ

れておりますので、今回、この推進計画にネイチャーポジティブ、あるいはサーキュラー

エコノミーというものが明示されたのは、すごくいいことだと思っております。 

 さらに、それを進めていく上で、その生物多様性、あるいは、サーキュラーエコノミー

のほうで、具体的にこの気候変動にもプラスになる取組をどういう仕組みで目指していく

のか。気候変動のように単にＣＯ２の濃度などで測れないものが多々あると思いますけれど

も、そういう意味では、現場でどういう仕組みでそれを目指していくのかというヒントが

あればいいと思って聞いておりました。例えば、資料編のところで何か書き加えていただ

くなど、ご検討いただければと思いました。 

 吉田委員、よろしいでしょうか。 

○吉田委員 ありがとうございました。 

○𠮷中会長 もう一点、先ほどの吉田委員からの一般の人に分かりやすくというところに

関連するのですけれども、これからパブリックコメントの後、成案になっていくと思うの

ですが、いかにこの膨大な計画を一般の人に理解してもらって協力を得ていくのかという

ところがすごく大事になってくると思います。 

 まずは、パブリックコメントにたくさんの人に参加してもらい、その後に、これを使っ

てそれぞれの人に貢献していただく、そのために何かお考えになっていることがありまし

たら教えていただければと思いました。 

○上園委員 それは、私に対してのご質問ですか。 

○𠮷中会長 部会長か、事務局か、どちらでもお答えいただけると大変ありがたいです。

もしそういう議論が部会でありましたら、部会長からお願いいたします。 

○上園委員 先ほど事務局からも一言あったと思うのですが、今回、計画の冒頭にガイド

ブックと書いていまして、今、𠮷中会長がおっしゃったように、一般の方にきちんと理解

してもらえるような分かりやすい中身にしなければいけないということは心がけたつもり

です。ただ、やはり非常に専門性があり、内容も多岐にわたるので、なかなか分かりやす

いと言っても限界があると思っています。 

 事務局から補足など、別の点でもコメントなりが何かありますか。 

○事務局（本田ゼロカーボン推進局長） パブリックコメントに関しましては、これが大

冊ですので、今後、概要版もつくっていくということと、より多くの方、幅広い年齢層、

若者からもご意見をいただけるような工夫をしていきたいと考えております。 

 例えば、ゼロカーボンに関わっていただいている企業にはいろいろな経済団体を通した

周知や、これまでも若者から意見をいただいておりますが、大学の関係の方々などにご協



- 15 - 

 

力いただきながら、幅広い年齢層のいろいろな方々からご意見をいただけるような形で取

り組んでいきたいと考えております。 

○𠮷中会長 ぜひよろしくお願いします。 

 生物多様性のほうでもどうすればいいのかと悩みながら、いろいろな方にご協力いただ

いて、例えば、環境白書を読む会などのようなイメージで保全計画をみんなでもう一度考

えましょうという機会をつくってもらったことがあるものですから、何かお考えいただけ

れば大変ありがたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○瀧波委員 １点だけ気になったのですが、１１ページの北海道のＣＯ２の削減目標のと

ころです。この下段の中期目標というところで、２０１３年度の削減目標が載っていて、

そこの上にある縦の四角に、ラピダス社から始まって、７点にわたって項目が書かれてい

ます。 

 そこで、少し触れられていましたけれども、ラピダス社の稼働、量産製造、ＡＩデータ

センター稼働というものが北海道のＣＯ２の削減にどうつながるのか。国のＧＸビジョン等

と詳しく書いてありますけれども、これが削減目標にどうつながるのでしょうか。 

○𠮷中会長 １１ページと１８ページにもＧＸの取組がカーボンニュートラルにというと

ころがありますが、いかがでしょうか。 

○上園委員 今のご質問は、部会でも出ていて、同じような意見があったと思いますし、

私も事務局から説明があったときに、ラピダス社やデータセンターを動かすと、当然、エ

ネルギー消費がかなり増えるので、ＣＯ２が増えるのではないかということを私からも聞い

たのです。 

 それで、ここに書いているイメージは、１１ページのグラフの下に書いているのですが、

グラフ上部の表記は、今後実施が予定されている主なＧＸ関連プロジェクトを示していま

すということだけなのです。「だけ」と言うと語弊があるかもしれないですが、ＧＸ関連

プロジェクトを示していて、ご質問としては、むしろ脱炭素の逆になるというか、エネル

ギー消費も増えるし、ＣＯ２も出るのではないかということだと思います。 

 そのあたりは、ここに書いている国の取組を中心として、道内ではこういうプロジェク

トが動くということが計画として出ているものを記載したという位置づけになっておりま

す。 

 この取組をして脱炭素の貢献と直接つながるかというと、例えば、ＣＣＳや洋上風力が

動けば、確かにＣＯ２削減にもつながるということは理解しやすいと思うのですけれども、

エネルギーをかなり増やすというところは、トータルで見れば違うのではないかとも見ら

れるだろうと。それで、先ほどの一番下のグラフ上部の表記はという注釈のような部分は、

実は何度か記述を変えていて、最終的にこういう文言にしております。 

 直接のお答えにはなっていないかもしれませんが、このグラフの上に書いている２０２

５のラピダス稼働云々というところは、そういう位置づけで記載をしたという形になって
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おります。 

 事務局から補足があればお願いしたいのですけれども、どうでしょうか。 

○事務局（本田ゼロカーボン推進局長） 今、部会長からご説明があったように、この項

目については、今後、実施が予定されているＧＸ関連プロジェクトということで記載させ

ていただいております。 

 趣旨としましては、今後、削減だけではなくて、エネルギーの需要増も踏まえながら、

こういったものがあるということを把握した上で目標を立てていくというところです。 

 例えば、この項目について、削減にどのように効果があるのかというところはこの計画

の中に記載していく必要がございます。 

 先ほど部会長からもご説明がありましたけれども、この中の３４ページをご覧ください。 

 ３４ページの下のマトリックスの部分に、全国への貢献、削減効果ということで、国の

計画や公表されているものとして、今回のラピダス社であれば次世代半導体の複合拠点と

いうことで、次世代半導体が４５％の性能効率と７５％の消費電力の削減というきちんと

したデータをこの中に記していくということも、今後のＧＸの様々な取組について、道民

の方々にこの中で説明していきたいということで記させていただいております。 

○𠮷中会長 瀧波委員、いかがでしょうか。 

○瀧波委員 失礼な言い方かもしれませんが、こざかしいように見えなくもないと思いま

す。 

○𠮷中会長 カーボンニュートラルに向けたチャレンジが、負担を強いるだけではなくて、

経済的にもプラスになる、さらには、北海道として国内全体に貢献できるというところを

打ち出されたというのは新しい推進計画の一つの目玉かなという気がして私は見ておりま

した。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（委員からの質問・意見なし） 

○𠮷中会長 ご説明があったとおり、この後、パブリックコメント、さらに部会でご審議

いただいて、もう一度ご説明いただいて、議論できる機会があるということですので、こ

ちらもまた宿題のようになってしまって恐縮ですけれども、ぜひもう一度ご覧いただいて、

ご意見をお寄せいただければありがたいです。 

 それでは、この議題はこれで終わりたいと思います。 

 予定されておりました議事は以上の三つですけれども、最後に、資料番号がついていな

い資料がございますので、これについての状況のご報告をいただけると聞いております。

よろしくお願いします。 

○事務局（保坂課長補佐） 経済部ＧＸ推進課の保坂と申します。 

 資料番号がついておりませんけれども、地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関す

る環境配慮基準に基づく地域脱炭素促進区域の設定状況という資料に基づきましてご報告

させていただきます。 
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 こちらの資料は、令和６年度ゼロカーボン北海道の実現に向けた取組に関する年次報告

から抜粋したものです。 

 本内容は、今月開催予定の地球温暖化対策部会において、道年次報告の一部として報告

され、その後に開催予定の本審議会においても報告される予定となっております。 

 北海道では、自然環境など、地域と共生した再エネの導入促進を図るため、国や道が定

める環境配慮基準を基に、市町村などが再エネ促進区域を設定する地域脱炭素化促進事業

制度の活用を推進しているところでございます。 

 各市町村が促進区域を設定するための道の環境配慮基準につきましては、本審議会でも

ご議論いただき、昨年１１月に策定しまして、促進区域に含めることが適切ではないと認

められる区域を定めたものでございます。 

 内容としては、土地の安定性への影響や動植物の重要な種及び生息地への影響などにつ

きまして考慮したものとなってございます。 

 促進区域の設定状況についてですけれども、令和７年３月末現在で促進区域を設定して

いる市町村は、設定時期の順で、せたな町、幕別町、石狩市、知内町、当別町、八雲町、

釧路町、洞爺湖町、江差町、美幌町、士幌町と１１の市町で設定されております。 

 なお、本年９月末の設定状況につきましては、さきに説明させていただいた市町に加え

まして、本年７月に羅臼町が設定してございます。 

 なお、北海道では、市町村などが促進区域を設定する際に、道の環境配慮基準の取扱い

を検討する期間を確保するための経過措置や、地域の合意形成の下、同基準の適用を除外

するなどの特例措置を講じておりまして、経過措置の適用を受ける市町村数は４２市町村

となっております。 

 以上、ご報告とさせていただきます。 

○𠮷中会長 何かご質問はありますか。 

○高橋委員 今説明があった中で、当別町と洞爺湖町はその他熱利用に丸がついています

けれども、具体的にどういうものが挙がってきているかがご存じでしたら教えていただき

たいというのが１点です。また、羅臼町についても、どの項目が挙がってきているのか教

えていただけますとありがたいです。 

○事務局（保坂課長補佐） まず、当別町でございますが、再エネとしましては、太陽光、

中小水力、バイオマスのほか、地中熱、雪氷熱、下水熱、バイオマス熱の利用という形に

なってございます。 

 洞爺湖町については、太陽光、中小水力、地熱、地中熱、雪冷熱、温泉廃油熱利用とな

ってございます。 

 羅臼町については、太陽光のほかは、熱利用として温泉水の熱を利用するということで

の促進区域になっております。 

○高橋委員 温泉部会で温泉排水等の議論がありましたので、確認のためにお聞きしまし

た。 
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○𠮷中会長 ほかにいかがでしょうか。 

○児矢野委員 質問が三つあります。 

 一つ目は、経過措置の適用期間というのはいつまでとなっていますでしょうか。 

 二つ目は、経過措置の後の地域の合意形成の下、道基準の適用を除外する等の特例措置

というのは、どういう意味で、具体的にどういう特例措置でしたか。道基準に書いてあっ

たと思いますけれども、ご教示いただけるとありがたいです。 

 それから、除外する「等」となっているので、それ以外にもあるのかというあたりをご

教示いただけたらありがたいです。 

○事務局（保坂課長補佐） 一つ目の経過措置の適用期間についてでございますが、特段、

期限を定めているものではございません。 

 二つ目の特例措置の関係ですけれども、児矢野委員がおっしゃられていたとおり、基準

の中で定められてございまして、主に市町村が条例その他規定等で、再生可能エネルギー

導入推進の観点から、再生可能エネルギー発電施設の設置に係る許認可、届出、報告聴取

などの手続に関する規定が定められている区域、また、温対法で定められている地方公共

団体実行計画協議会において再生可能エネルギーの導入についての合意形成が行われた区

域、（聴取不能）で行われる保安林等の区域について、特例的に適切でないと認められる

区域から除くという特例でございます。 

 また、「等」につきましては、保安林等を適切でないと認められる区域から除外する特

例区域とは別に、ほかに加えることができる規定がありますので、「等」をつけたという

形でございます。 

○児矢野委員 確認させていただきたいのですけれども、経過措置というのは、通常、一

定期間を設けるから経過措置だと思われるのですが、意味としては道基準の適用除外では

ないかと思うのです。私の理解不足だったら申し訳ないのですが、経過措置といって期間

の設定がないと、あまり限定がないままに全て経過的な措置で適用除外ということができ

てしまう気がするのです。 

 以前、道基準の中に経過措置の話があったような気がして、この審議会でその経過措置

について随分議論になったような気もするのですけれども、このあたりはどういう扱いに

なっているのでしょうか。 

 まとまりのない質問で恐縮ですけれども、経過措置というのは、通常、ある期間があっ

て、その間の措置という印象なのですが、そういう話ではないということですよね。 

 私の理解不足だったら申し訳ないのですけれども、いかがでしょうか。 

○事務局（保坂課長補佐） 経過措置については、令和７年５月１０日までに市町村が促

進区域の設定を検討する必要があると判断したというご報告いただいた市町村について経

過措置が適用になるということでございます。 

○児矢野委員 分かりました。 

 そうすると、この経過措置の適用期間は令和７年５月までということですね。 
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○事務局（日野新エネルギー担当課長） ＧＸ推進課の日野と申します。 

 ５月１０日までに道に報告をしてくださった市町村が経過措置の対象ということでござ

います。 

○児矢野委員 そういう意味でいくと、経過措置の適用対象になるのは、令和７年５月１

０日までに報告があった分は期間が設定されているということですね。 

 もう一つは、この経過措置というのは適用除外になるという意味ですね。 

○𠮷中会長 お配りいただいた資料では経過措置の適用は４２市町村とありますけれども、

今のご説明では、５月１０日までにそれを報告された市町村の数が４２なので、これ以上

は増えないという理解でよろしいですか。 

○事務局（保坂課長補佐） そのとおりでございます。 

○𠮷中会長 先ほど期限がないとおっしゃったのは、もしかすると、経過措置を使って実

際の地域の基準を制定するまでの期限が決められていないということでしょうか。どうい

う意味で期限がないということだったのでしょうか。あるいは、５月１０日までに経過措

置を適用するとおっしゃった市町村は、いつまでに基準をつくらないといけないというも

のがあるのですか。 

○事務局（保坂課長補佐） そういうものはございません。いつまでに何かを出さなけれ

ばいけないということは、特段、定めておりません。 

○𠮷中会長 何となく分かった気がしましたけれども、よろしいでしょうか。 

 それから、道基準の適用除外ということなのかというご質問に対してお答えいただけま

すか。 

○事務局（保坂課長補佐） 経過措置が適用になるというのは、道の環境配慮基準の取扱

いを検討する期間を確保するための経過措置ということです。 

○𠮷中会長 児矢野委員、今の事務局のご説明でよろしいでしょうか。 

○児矢野委員 よく分からないのですけれども、取扱いを検討する期間を確保するための

経過措置として、道基準の適用を除外するという話ですね。結局、今のお話だと、ここに

書いてある意味というのは、令和７年５月１０日までに報告があった市町村は４２市町村

で、彼らについてその経過措置を適用して、道基準の適用を排除するという特例措置を講

じるということですね。ですから、期限の定めがないというのは、検討するための期間に

ついて特に制限を設けていないということであって、この適用除外の特例措置の期間はも

う終わったという理解でいいのですか。 

○事務局（保坂課長補佐） 経過措置についてですけれども、令和７年５月１０日までに

市町村が促進区域の設定の検討が必要と判断した区域を本基準の第２章の１から９のそれ

ぞれ（１）における米印１でいう促進区域として定めようとしている区域とみなしますと

いう規定となっております。 

○児矢野委員 要するに、道基準の適用を排除するということと理解したのですけれども、

それでよければ構いません。 
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○𠮷中会長 私も基準の議論を忘れてしまいましたが、ここに並列で経過措置や適用除外

する等の特例措置とあります。経過措置のほうは、今ご説明いただいたとおり、５月まで

ということでご報告いただいた４２市町村が対象ということは分かったつもりですが、後

段の地域の合意形成の下、道基準の適用を除外する等の特例措置というのは、今も市町村

によっては特例措置を使えると理解していいのでしょうか。 

○事務局（保坂課長補佐） そのとおりでございます。 

○𠮷中会長 児矢野委員、よろしいでしょうか。 

○児矢野委員 地域が合意をすれば道基準の適用を排除できるというふうに理解しました。

ありがとうございました。 

○𠮷中会長 ほかにいかがでしょうか。 

（委員からの質問・意見なし） 

○𠮷中会長 この道の配慮基準、それを使った促進区域の設定状況等については、随時、

進捗状況等を審議会にご報告いただくことになっておりますので、またご報告いただけれ

ばと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で予定していた議事は終わりですが、ほかに何かございますでしょうか。 

（委員からの質問・意見なし） 

○𠮷中会長 それでは、議事を終了しまして、進行を事務局に戻したいと思います。 

 皆さん、どうもありがとうございました。 

 

  ３．閉  会 

○事務局（高橋環境政策課長） 𠮷中会長、どうもありがとうございました。 

 また、委員の皆様方におかれましては、貴重なご意見、ご指摘をいただきまして、あり

がとうございました。お礼を申し上げます。 

 次回の審議会の開催でございますが、年明けの１月から３月の間で、また各部会の進捗

等も見ながら開催したいと考えております。後日、改めて事務局から委員の皆様方に日程

調整、日程照会をさせていただきますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 また、今日、私が説明したパートもそうですが、この場でお伝えいただけなかった事柄

等がございましたら事務局までご連絡いただければと思っております。 

 それでは、本日の審議会はこれで閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


